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業
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昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
三
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
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い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
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十
八
号

漁
業
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昭
和
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十
四
年
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第
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百
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十
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第
百
二
十
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第
三
項
の
規
定
に
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り
次
の

と
お
り
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
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で
、
同
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第
七
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の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
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第
二
千
七
十
六
号

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日

(

金
曜
日)



( )

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

(

十
和
田
湖
町
漁
業
協
同
組
合)

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

上
北
郡
十
和
田
湖
町
大
字
奥
瀬
字
中
平
六
一
番
地
二

十
和
田
湖
町
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
十
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
四
十
五
号

四

変
更
の
内
容

全
長
制
限
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
全
長
以
下
の
も
の
を
採
捕

し
て
は
な
ら
な
い
。

五

施
行
の
日

平
成
十
四
年
九
月
十
日

(

奥
入
瀬
漁
業
協
同
組
合)

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

十
和
田
市
東
六
番
町
三
番
三
六
号

奥
入
瀬
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
十
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
四
十
五
号

四

変
更
の
内
容

全
長
制
限
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
全
長
以
下
の
も
の
を
採
捕

し
て
は
な
ら
な
い
。

五

施
行
の
日

平
成
十
四
年
九
月
十
日

(

藤
坂
漁
業
協
同
組
合)

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

十
和
田
市
大
字
藤
島
字
川
原
田
五
七
番
地
二

藤
坂
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
十
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
四
十
五
号

四

変
更
の
内
容

全
長
制
限
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
全
長
以
下
の
も
の
を
採
捕

し
て
は
な
ら
な
い
。

五

施
行
の
日

平
成
十
四
年
九
月
十
日

(

六
戸
町
漁
業
協
同
組
合)

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
明
土
三
番
地
六

六
戸
町
漁
業
協
同
組
合
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名

称

大

き

さ

こ

い

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

う

ぐ

い

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

う

な

ぎ

三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

い

わ

な

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

や

ま

め

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

に
じ
ま
す

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

名

称

大

き

さ

こ

い

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

う

ぐ

い

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

う

な

ぎ

三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

い

わ

な

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

や

ま

め

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

に
じ
ま
す

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

名

称

大

き

さ

こ

い

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

う

ぐ

い

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

う

な

ぎ

三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

い

わ

な

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

や

ま

め

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

に
じ
ま
す

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下



( )

二

認
可
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
十
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
四
十
五
号

四

変
更
の
内
容

全
長
制
限
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
全
長
以
下
の
も
の
を
採
捕

し
て
は
な
ら
な
い
。

五

施
行
の
日

平
成
十
四
年
九
月
十
日

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

十
四
年
九
月
十
一
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
承
認
を
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

１

承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
の
三

国

(

国
土
交
通
省)

２

代
表
者
の
氏
名

青
森
県
知
事

木
村
守
男

二

埋
立
区
域

１

位
置

�

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
金
ケ
浜
字
榊
原
一
八
二
及
び
国
道
一
〇
一
号
道
路
敷
地
の
地
先
公

有
水
面

�

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
田
野
沢
字
汐
干
浜
二
三
の
二
及
び
二
四
の
九
と
隣
接
す
る
海
岸
線

の
海
岸
保
全
施
設
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

�

各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑤
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
二
年
の
秋
分
の

日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
プ
ラ
ス
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境

界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
①

国
調
多
角
点
八
五
七
九

(

北
緯
四
〇
度
四
五
分
三
七
秒
〇
七
五
、
東
経
一
四
〇
度

〇
二
分
三
三
秒
七
七
五)

か
ら
七
〇
度
一
七
分
四
六
秒
七
一
〇
・
三
八
メ
ー
ト
ル

の
地
点

①
の
地
点

基
点
①
か
ら
七
二
度
〇
一
分
〇
六
秒
五
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
五
八
度
〇
二
分
四
四
秒
一
九
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
五
一
度
四
七
分
三
二
秒
一
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
五
七
度
五
九
分
四
二
秒
九
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
五
〇
度
三
六
分
五
三
秒
二
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�

各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
並
び
に
⑥
の
地
点
と
⑮
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
二
年
の
秋
分

の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
プ
ラ
ス
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の

境
界
線
及
び
漁
港
管
理
施
設
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
②

国
調
多
角
点
八
五
七
九

(

北
緯
四
〇
度
四
五
分
三
七
秒
〇
七
五
、
東
経
一
四
〇
度

〇
二
分
三
三
秒
七
七
五)

か
ら
二
七
三
度
一
三
分
二
二
秒
四
三
・
三
五
メ
ー
ト
ル

の
地
点

⑥
の
地
点

基
点
②
か
ら
四
七
度
〇
七
分
五
五
秒
六
三
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
五
五
度
二
四
分
二
七
秒
一
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
五
五
度
二
四
分
二
九
秒
一
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
一
〇
分
三
一
秒
二
一
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
四
八
度
〇
八
分
五
九
秒
二
一
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
二
四
四
度
〇
一
分
四
五
秒
二
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
二
四
四
度
〇
二
分
二
三
秒
六
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
四
三
分
五
四
秒
一
二
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
二
三
九
度
四
二
分
三
六
秒
二
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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名

称

大

き

さ

こ

い

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

う

ぐ

い

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

う

な

ぎ

三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

い

わ

な

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

や

ま

め

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

に
じ
ま
す

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下



( )

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
一
四
五
度
〇
三
分
五
四
秒
一
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

�

三
二
・
七
七
平
方
メ
ー
ト
ル

�

一
、
七
六
三
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

�

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
金
ケ
浜
字
榊
原
一
八
二
及
び
国
道
一
〇
一
号
道
路
敷
地
の
地
先
公

有
水
面

�

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
田
野
沢
字
汐
干
浜
二
三
の
二
及
び
二
四
の
九
と
隣
接
す
る
海
岸
線

の
海
岸
保
全
施
設
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

�

各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑤
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
二
年
の
秋
分
の

日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
プ
ラ
ス
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境

界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
①

国
調
多
角
点
八
五
七
九

(

北
緯
四
〇
度
四
五
分
三
七
秒
〇
七
五
、
東
経
一
四
〇
度

〇
二
分
三
三
秒
七
七
五)

か
ら
七
〇
度
一
七
分
四
六
秒
七
一
〇
・
三
八
メ
ー
ト
ル

の
地
点

①
の
地
点

基
点
①
か
ら
七
二
度
〇
一
分
四
六
秒
五
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
①
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
四
六
度
五
二
分
二
八
秒
九
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
②
の
地
点

セ
①
の
地
点
か
ら
二
八
一
度
二
四
分
四
七
秒
一
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
③
の
地
点

セ
②
の
地
点
か
ら
二
六
四
度
三
七
分
一
〇
秒
一
九
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
④
の
地
点

セ
③
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
四
二
分
五
五
秒
一
三
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

セ
④
の
地
点
か
ら
一
四
九
度
四
二
分
〇
三
秒
一
一
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
五
〇
度
三
六
分
五
三
秒
二
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�

各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
並
び
に
セ
⑤
の
地
点
と
セ
⑬
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
二
年
の

秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
プ
ラ
ス
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地

と
の
境
界
線
及
び
漁
港
管
理
施
設
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
②

国
調
多
角
点
八
五
七
九

(

北
緯
四
〇
度
四
五
分
三
七
秒
〇
七
五
、
東
経
一
四
〇
度

〇
二
分
三
三
秒
七
七
五)

か
ら
二
七
三
度
一
三
分
二
二
秒
四
三
・
三
五
メ
ー
ト
ル

の
地
点

セ
⑤
の
地
点

基
点
②
か
ら
三
九
度
三
九
分
二
五
秒
七
〇
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
⑥
の
地
点

セ
⑤
の
地
点
か
ら
二
五
五
度
二
四
分
二
八
秒
一
七
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
⑦
の
地
点

セ
⑥
の
地
点
か
ら
二
四
九
度
一
五
分
一
三
秒
四
三
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
⑧
の
地
点

セ
⑦
の
地
点
か
ら
二
四
九
度
一
五
分
一
三
秒
一
一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
⑨
の
地
点

セ
⑧
の
地
点
か
ら
二
四
四
度
一
三
分
三
八
秒
一
二
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
⑩
の
地
点

セ
⑨
の
地
点
か
ら
二
三
九
度
一
一
分
四
九
秒
二
一
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
⑪
の
地
点

セ
⑩
の
地
点
か
ら
二
四
〇
度
二
四
分
二
六
秒
一
九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
⑫
の
地
点

セ
⑪
の
地
点
か
ら
二
三
四
度
〇
五
分
四
一
秒
一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ
⑬
の
地
点

セ
⑫
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
〇
五
分
五
四
秒
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

�

四
〇
五
・
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル

�

三
、
〇
六
六
・
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

道
路
用
地出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小

野

�

司
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃

對
馬

謙
一

工
藤

鐵
光

杉
田
利
八
郎

須
々
田
勝
男

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
松
館
字
井
ノ
上
三

一弘
前
市
大
字
石
川
字
庄
司
川
添
一
二
四
の

一南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
館
田
字
中
前
田
一

〇
七
の
八

〃

〃

大
字
本
町
字
北
柳
田
七

平
成
��

･

�･

��就
任

〃〃〃



( )

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

長
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

平

野

隆

夫

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。
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〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃

小
山
内
健
一

岩
渕

義
美

三
浦

國
雄

寺
山

満

對
馬
陸
奥
雄

栗
林
八
千
夫

二
本
柳
敏
夫

成
田

正
栄

今
井

誠
弘

今
井

孝

古
川

昭
二

三
浦

一
雄

對
馬

謙
一

工
藤

鐵
光

須
々
田
勝
男

小
山
内
健
一

大
湯

良
一

岩
渕

義
美

對
馬

昭
三

三
浦

謙
一

六
の
一

〃

〃

大
字
大
光
寺
字
一
滝
本

一
五
三

〃

〃

大
字
原
田
字
稲
元
四
三

の
一
〇

〃

〃

大
字
大
坊
字
竹
内
一
一

九
の
一
二

〃

〃

大
字
岩
館
字
村
元
九
の

一〃

〃

大
字
苗
生
松
字
上
東
田

九
六
の
四

〃

〃

大
字
柏
木
町
字
東
田
一

三
六
の
五

〃

〃

大
字
石
畑
字
岡
元
一
七

の
一

〃

〃

大
字
大
坊
字
竹
内
三

〃

〃

大
字
館
山
字
下
扇
田
五

六〃

〃

〃

字
上
扇
田
九

の
二

〃

〃

大
字
柏
木
町
字
柳
田
一

一
二

〃

〃

大
字
石
郷
字
柳
田
四
六

の
七

〃

〃

大
字
松
館
字
井
ノ
上
三

一弘
前
市
大
字
石
川
字
庄
司
川
添
一
二
四
の

一南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
本
町
字
北
柳
田
七

六
の
一

〃

〃

大
字
大
光
寺
字
一
滝
本

一
五
三

〃

〃

大
字
大
坊
字
前
田
八
六

の
一

〃

〃

大
字
原
田
字
稲
元
四
三

の
一
〇

〃

〃

大
字
館
山
字
上
扇
田
二

九
の
一

〃

〃

大
字
石
郷
字
柳
田
二
八

の
二

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��
･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃監

事

〃〃

三
浦

國
雄

寺
山

満

杉
田
利
八
郎

對
馬
陸
奥
雄

栗
林
八
千
夫

今
井

孝

古
川

昭
二

三
浦

一
雄

〃

〃

大
字
大
坊
字
竹
内
一
一

九
の
一
二

〃

〃

大
字
岩
館
字
村
元
九
の

一〃

〃

大
字
館
田
字
中
前
田
一

〇
七
の
八

〃

〃

大
字
苗
生
松
字
上
東
田

九
六
の
四

〃

〃

大
字
柏
木
町
字
東
田
一

三
六
の
五

〃

〃

大
字
館
山
字
上
扇
田
九

の
二

〃

〃

大
字
柏
木
町
字
柳
田
一

一
二

〃

〃

大
字
石
郷
字
柳
田
四
六

の
七

〃〃〃〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

大
久
保

寛

八
戸
市
長
者
三
丁
目
八
の
一
一

平
成
��･

�･

��



( )

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

田

中

正

之

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

昭

一

収

用

委

員

会

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
二
十
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

起
業
者
の
名
称

尾
上
町

二

事
業
の
種
類

町
道
高
木
一
〇
号
線
改
築
工
事

(

南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
高
木
字
松
元
地
内
か
ら
同
郡
同
町
大
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

町
屋

光
信

上
北
郡
上
北
町
大
字
新
舘
字
屋
敷
添
三
九

平
成
��

･

�･

��

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
ど
っ
缶
！
ル
ー
レ
ッ
ト
Ｖ

豊
丸
産
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
雀
ジ
ャ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス
Ｌ
３

株
式
会
社
三
洋
物
産

〃

Ｃ
Ｒ
雀
ジ
ャ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス
Ｍ
６

〃

〃

Ｃ
Ｒ
玉
緒
で
ド
ッ
カ
ン
!!
Ｘ

サ
ミ
ー
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
バ
イ
キ
ン
グ
Ｍ
Ｘ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
バ
イ
キ
ン
グ
Ｒ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
西
部
警
察
Ｌ
Ａ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
西
部
警
察
Ｌ
Ｂ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
夢
の
超
特
急
Ａ
Ｘ

株
式
会
社
大
一
商
会

〃

Ｃ
Ｒ
夢
の
超
特
急
Ｌ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
夢
の
超
特
急
Ｚ
Ｘ

〃

回
胴
式
遊
技
機

ド
リ
ル
ギ
ャ
ン
グ

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア

〃

ゴ
ル
ー
ド
ア
ン
ド
ゴ
ー
ル
ド
２
０
０

２

〃

〃

ス
ペ
ー
ス
バ
ニ
ー
２
０
０
２

〃



( )

字
原
字
上
原
地
内
ま
で)

及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

１

収
用
し
よ
う
と
す
る
部
分

別
表
１
の
と
お
り

２

使
用
し
よ
う
と
す
る
部
分

別
表
２
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
３
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
十
四
年
九
月
十
日
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別
表
１
収
用
し
よ
う
と
す
る
部
分

土
地
の
所
在

地
番

地
目

地
積
(㎡
)

収
用
し
よ
う

と
す
る
土
地

の
面
積
(㎡
)

摘
要

公
簿
現
況

公
簿

現
況

青
森
県
南
津
軽

郡
尾
上
町
大
字

高
木
字
松
元

１
６
０
番

田
畑

788
788.02

294.12

別
表
２
使
用
し
よ
う
と
す
る
部
分

土
地
の
所
在

地
番

地
目

地
積
(㎡
)

使
用
し
よ
う

と
す
る
土
地

の
面
積
(㎡
)

摘
要

公
簿
現
況

公
簿

現
況

青
森
県
南
津
軽

郡
尾
上
町
大
字

高
木
字
松
元

１
６
０
番

田
畑

788
788.02

6.53

0.37

別
表
３
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

土
地
の
所
在

地
番

土
地

所
有

者

氏
名

�
�

青
森
県
南
津
軽

郡
尾
上
町
大
字

高
木
字
松
元

１
６
０
番

持
分
５
分
の
４

山
口
さ
つ
子

�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

持
分
５
分
の
１

山
口
喜
八
郎

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
!
"
#
$
%
�
�
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�
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�



( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

正

誤
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平
成
��

･

�･

��

号
外
第
八
五
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

監

査

委

員

事

務

局

監
査
委
員

区

分

四
八

二
三

ペ
ー
ジ

下 上 段

後
ろ
か
ら三 九

行

報
酬
費

長
時
間

誤

報
償
費

長
期
間

正


